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議案第７９号 

 

 

さぬき市道路の構造の技術的基準等に関する条例の制定について 

 

 

 さぬき市道路の構造の技術的基準等に関する条例を別紙のとおり制定することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出   

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市道路の構造の技術的基準等に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３０条第３項及び第

４５条第３項の規定に基づき、道路を新設し、又は改築する場合における道路の

構造の技術的基準等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 道路 道路法第３条第４号の市町村道（同条第２号の一般国道及び同条第３

号の都道府県道と重複する部分を除く。）をいう。 

 (2) 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類

する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

 (3) 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これ

に類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

 (4) 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線

又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

 (5) 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分（自転車道

を除く。）をいう。 

 (6) 車線 １縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の

車道の部分をいう。 

 (7) 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線（屈折車線及

び変速車線を除く。）に付加して設けられる車線をいう。 

 (8) 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。 

 (9) 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。 

 (10) 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設け

られる帯状の道路の部分をいう。 

 (11) 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩

道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をい

う。 

 (12) 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担さ

せるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。 

 (13) 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部

分をいう。 

 (14) 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは

乗合自動車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自
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動車の停留所等に設けられる島状の施設をいう。 

 (15) 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の

確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これ

に類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。 

 (16) 路上施設 道路の附属物（共同溝及び電線共同溝を除く。）で歩道、自転車

道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路

又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。 

 (17) 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域

をいう。 

 (18) 地方部 都市部以外の地域をいう。 

 (19) 計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展

の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、規則で定めるところにより、

市長が定める自動車の日交通量をいう。 

 (20) 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。 

 (21) 視距 車線（車線を有しない道路にあっては、車道。以下この号において同

じ。）の中心線上１．２メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ１０

センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿

って測った長さをいう。 

 （道路の区分） 

第３条 道路は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号。以下「令」という。）第

３条第１項の規定に基づき、自動車専用道路以外の道路について、次の表に定め

るところにより、道路の存する地域の区分に応じ、第３種又は第４種の種別に区

分するものとする。 

道路の存する地域の区分 種別 

地方部 第３種

都市部 第４種

２ 令第３条第２項の規定に基づき、第３種の道路は、第１号の表に定めるところ

により第２級から第５級までに、第４種の道路は、第２号の表に定めるところに

より第１級から第４級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、同項ただ

し書の規定に基づき、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、該当する級が第３種第５級又は第４種第４級である場合を除き、該当

する級の１級下の級に区分することができる。 

(1) 第３種の道路 

計画交通量 
  (単位 １日につき

台)
道路の存する地域の地形 

4,000 
以上 

1,500 
以上 
4,000 
未満 

500 
以上 
1,500 
未満 

500 
未満 
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平地部 第２級 第３級 第４級 第５級 

山地部 第３級 第４級 第５級 

(2) 第４種の道路 

計画交通量（単位 １日につき台） 

10,000以上 4,000以上 

10,000未満 

500以上 

4,000未満 

500未満 

第１級 第２級 第３級  第４級 

（車線等） 

第４条 車道（停車帯その他規則で定める部分を除く。）は、車線により構成される

ものとする。ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、この限

りでない。 

２ 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量

が次の表の設計基準交通量（自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。）の欄に

掲げる値以下である道路の車線（付加追越車線、屈折車線及び変速車線を除く。

次項において同じ。）の数は、２とする。 

区分 地形 設計基準交通量（単位 １日につき台） 

第３種 第２級 平地部 ９，０００ 

第３級 平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４級 平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４種 第１級  １２，０００ 

第２級  １０，０００ 

第３級  ９，０００ 

交差点の多い第４種の道路については、この表の設計基準交通量に

０．８を乗じた値を設計基準交通量とする。 

３ 前項に規定する道路以外の道路（第３種第５級及び第４種第４級の道路を除く。）

の車線の数は４以上（交通の状況により必要がある場合を除き、２の倍数）とし、

当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に

掲げる１車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によ

って定めるものとする。 

区分 地形 
１車線当たりの設計基準交通量 

（単位 １日につき台） 

第３種 第２級 平地部 ９，０００ 

山地部 ７，０００ 

第３級 平地部 ８，０００ 



5 

山地部 ６，０００ 

第４級 山地部 ５，０００ 

第４種 第１級  １２，０００ 

第２級  １０，０００ 

第３級  １０，０００ 

 交差点の多い第４種の道路については、この表の１車線当たりの設

計基準交通量に０．６を乗じた値を１車線当たりの設計基準交通量と

する。 

４ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。）の幅員は、道

路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、

第３種第２級又は第４種第１級の普通道路（令第３条第６項に規定する普通道路

をいう。以下同じ。）にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、

同欄に掲げる値に０．２５メートルを加えた値、第３級の小型道路（同項に規定

する小型道路をいう。以下同じ。）にあっては、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から０．２５メートルを減じ

た値とすることができる。 

区分 
車線の幅員 

（単位 メートル） 

第３種 第２級 普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第３級 普通道路 ３ 

小型道路 ２．７５ 

第４級 ２．７５ 

第４種 第１級 普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第２級及び第３級 普通道路 ３ 

小型道路 ２．７５ 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は、４メートルとする

ものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第３１条の規定により車道

に狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メートルとすることができる。 

（車線の分離等） 

第５条 車線の数が４以上である道路の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するた

め必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。 

２ 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものと

する。 
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３ 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に

掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ１００メートル以上のトンネル、

長さ５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる

値まで縮小することができる。 

区分 中央帯の幅員（単位 メートル） 

第３種 第２級 １．７５ １

第３級

第４級

第４種 第１級 １

第２級

第３級

４ 中央帯には、側帯を設けるものとする。 

５ 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員

の欄に掲げる値とするものとする。 

区分 
中央帯に設ける側帯の幅員 

（単位 メートル） 

第３種 第２級 ０．２５

第３級

第４級

第４種 第１級 ０．２５

第２級

第３級

６ 中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離帯」という。）には、柵その他これに

類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。 

７ 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第１２条

に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

（路肩） 

第６条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又

は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。 

２ 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に

設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追

越車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ５０メートル以上の橋若しくは高架

の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、

同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することが

できる。 
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区分 
車線の左側に設ける路肩の幅員

（単位 メートル） 

第３種 第２級から第４級

まで 

普通道路 ０．７５ ０．５

小型道路 ０．５

第５級 ０．５

第４種 ０．５

３ 前項の規定にかかわらず、第３種及び第４種の道路のうち、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、歩道又は自転車歩行者道の設置

が困難なものについては、車道の左側に設ける路肩の幅員は、１メートル以上と

するものとする。 

４ 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に

設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。 

区分 
車道の右側に設ける路肩の幅員

（単位 メートル） 

第３種 ０．５

第４種 ０．５

５ 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩（第２項本文に規定する路肩を除く。）

又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩（同項本文に規定する路肩を

除く。）の幅員は、第３種（第５級を除く。）の普通道路にあっては０．５メート

ルまで縮小することができる。 

６ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造

部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接

続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。 

７ 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道

又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。 

８ 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員につ

いては、第２項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第４項の表の車道

の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値

を加えてこれらの規定を適用するものとする。 

（停車帯） 

第７条 第４種（第４級を除く。）の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ

円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左

端寄りに停車帯を設けるものとする。 

２ 停車帯の幅員は、２．５メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量

のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、

１．５メートルまで縮小することができる。 
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 （自転車道） 

第８条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路には、自転車道

を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交

通量が多い第３種若しくは第４種の道路（前項に規定する道路を除く。）には、安

全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合におい

ては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車道の幅員は、２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１．５メートルまで縮小

することができる。 

４ 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第１

２条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

５ 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 

（自転車歩行者道） 

第９条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路を

除く。）には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル以

上、その他の道路にあっては３メートル以上とするものとする。 

３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路上施

設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩

道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあって

は２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メートル、ベンチを設ける場

合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メートルを加えて同項

の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路に

あっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

４ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮し

て定めるものとする。 

（歩道） 

第１０条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、

歩行者の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける

道路を除く。）又は自転車道を設ける第３種若しくは第４種第４級の道路には、そ
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の各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 第３種又は第４種第４級の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定

する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合にお

いては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、そ

の他の道路にあっては２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１．５メートル以上とす

ることができる。 

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅

員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設け

る場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メートル、ベ

ンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メート

ルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種

第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、この限りでない。 

５ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（歩行者の滞留の用に供する部分） 

第１１条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、

横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安

全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主

として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。 

（植樹帯） 

第１２条 第４種第１級及び第２級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他

の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 植樹帯の幅員は、１．５メートルを標準とするものとする。 

３ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状

況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良

好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があ

ると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規

定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。 

 (1) 景勝地を通過する幹線道路の区間 

 (2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過す

る幹線道路の区間 
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４ 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配

置等を適切に行うものとする。 

（設計速度） 

第１３条 道路の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に

掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。 

区分 設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 

第３種 第２級 ６０ ５０又は４０ 

第３級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第４級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第５級 ４０、３０又は２０  

第４種 第１級 ６０ ５０又は４０ 

第２級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第３級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第４級 ４０、３０又は２０  

（車道の屈曲部） 

第１４条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間（車両の

走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下

同じ。）又は第３１条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。 

 （曲線半径） 

第１５条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」とい

う。）の中心線の曲線半径（以下「曲線半径」という。）は、当該道路の設計速度

に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線

半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル）
曲線半径（単位 メートル） 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

４０ ６０ ５０ 

３０ ３０  

２０ １５  

 （曲線部の片勾配） 

第１６条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩の曲線部には、

曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の

設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる
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値（第３種の道路で自転車道又は自転車歩行車道（以下「自転車道等」という。）

を設けないものにあっては、６パーセント）以下で適切な値の片勾配を付するも

のとする。ただし、第４種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。 

区分 最大片勾配（単位 パーセント）

第３種 １０

第４種 ６

 （曲線部の車線等の拡幅） 

第１７条 車道の曲線部においては、設計車両（令第４条第２項に規定する設計車

両をいう。）及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線（車線を有しない道路にあっ

ては、車道）を適切に拡幅するものとする。ただし、第４種の道路にあっては、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

 （緩和区間） 

第１８条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第４種の道

路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

２ 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区

間においてすりつけをするものとする。 

３ 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値（前

項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、

当該すりつけに必要な長さ）以上とするものとする。 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル）

緩和区間の長さ 

（単位 メートル）

６０ ５０

５０ ４０

４０ ３５

３０ ２５

２０ ２０

（視距等） 

第１９条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とす

るものとする。 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル）
視距（単位 メートル） 

６０ ７５ 

５０ ５５ 
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４０ ４０ 

３０ ３０ 

２０ ２０ 

２ 車線の数が２である道路（対向車線を設けない道路を除く。）においては、必要

に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるもの

とする。 

（縦断勾配） 

第２０条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦

断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に

掲げる値以下とすることができる。 

区分 
設計速度（単位 １時間

につきキロメートル） 

縦断勾配 

（単位 パーセント） 

第３種 普通道路 ６０ ５ ８ 

５０ ６ ９ 

４０ ７ １０ 

３０ ８ １１ 

２０ ９ １２ 

小型道路 ６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

２０ １２  

第４種 普通道路 ６０ ５ ７ 

５０ ６ ８ 

４０ ７ ９ 

３０ ８ １０ 

２０ ９ １１ 

小型道路 ６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

２０ １２  

 （縦断曲線） 

第２１条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 

２ 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次
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の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度

が１時間につき６０キロメートルである第４種第１級の道路にあっては、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半

径を１，０００メートルまで縮小することができる。 

設計速度（単位 １時間

につきキロメートル） 
縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径 

（単位 メートル） 

６０ 凸形曲線 １，４００ 

凹形曲線 １，０００ 

５０ 凸形曲線 ８００ 

凹形曲線 ７００ 

４０ 凸形曲線 ４５０ 

凹形曲線 ４５０ 

３０ 凸形曲線 ２５０ 

凹形曲線 ２５０ 

２０ 凸形曲線 １００ 

凹形曲線 １００ 

３ 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上

とするものとする。 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル）

縦断曲線の長さ 

（単位 メートル） 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

３０ ２５ 

２０ ２０ 

（舗装） 

第２２条 車道、中央帯（分離帯を除く。）、車道に接続する路肩、自転車道等及び

歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由があ

る場合においては、この限りでない。 

２ 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を４９キロニ

ュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、

自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基

準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その

他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

３ 第４種の道路（トンネルを除く。）の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土

地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道
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路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることがで

きる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（横断勾配） 

第２３条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には、片勾配を

付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横

断勾配を付するものとする。 

路面の種類 横断勾配（単位 パーセント）

前条第２項に規定する基準に適合する舗装道 １．５以上２以下

その他 ３以上５以下

２ 歩道又は自転車道等には、２パーセントを標準として横断勾配を付するものと

する。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路

面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することが

できる。 

（合成勾配） 

第２４条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以

下同じ。）は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするも

のとする。ただし、設計速度が１時間につき３０キロメートル又は２０キロメー

トルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、１２．５パーセント以下とすることができる。 

設計速度 

（単位 １時間につきキロメートル） 

合成勾配 

（単位 パーセント） 

６０ １０．５ 

５０ １１．５ 

４０

３０

２０

（排水施設） 

第２５条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠
き ょ

、集水ま

すその他の適当な排水施設を設けるものとする。 

（平面交差又は接続） 

第２６条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で５

以上交
きょう

会させてはならない。 

２ 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車

線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通
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しができる構造とするものとする。 

３ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線（屈折車線及

び変速車線を除く。）の幅員は、第３種第２級又は第４種第１級の普通道路にあっ

ては３メートルまで、第３種第３級又は第４種第２級若しくは第３級の普通道路

にあっては２．７５メートルまで、第３種又は第４種の小型道路にあっては２．

５メートルまで縮小することができる。ただし、第３種第２級及び第３級の普通

道路並びに第３種の小型道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合に限る。 

４ 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては３メートル、小型道路に

あっては２．５メートルを標準とするものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、普通道路にあっては２．５メー

トルまで、小型道路にあっては２メートルまで縮小することができる。 

５ 既設道路であって、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、屈折車線を設けることなく、第４条第４項及び第５項に規定する車線

の幅員を１．５メートル以上拡幅することができる。 

６ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、

適切にすりつけをするものとする。 

（立体交差） 

第２７条 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である普通道路が相

互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ないときは、この限りでない。 

２ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である小型道路が相互に交

差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式

は、立体交差とするものとする。 

３ 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連

結する道路（以下「連結路」という。）を設けるものとする。 

４ 連結路については、第４条から第６条まで、第１３条、第１５条、第１６条、

第１８条から第２１条まで及び第２４条並びに令第１２条の規定は、適用しない。 

（鉄道との平面交差） 

第２８条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は

次に定める構造とするものとする。 

 (1) 交差角は、４５度以上とすること。 

 (2) 踏切道の両側からそれぞれ３０メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線

とし、その区間の車道の縦断勾配は、２．５パーセント以下とすること。ただ

し、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由に
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よりやむを得ない箇所については、この限りでない。 

 (3) 見通し区間の長さ（線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、

軌道の外方車道の中心線上５メートルの地点における１．２メートルの高さに

おいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。）は、踏

切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とす

ること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の

交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。 

踏切道における鉄道の車両の最高速度

（単位 １時間につきキロメートル）

見通し区間の長さ

（単位 メートル）

５０未満 １１０

５０以上７０未満 １６０

７０以上８０未満 ２００

８０以上９０未満 ２３０

９０以上１００未満 ２６０

１００以上１１０未満 ３００

１１０以上 ３５０

（待避所） 

第２９条 第３種第５級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるも

のとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。 

(1) 待避所相互間の距離は、３００メートル以内とすること。 

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

(3) 待避所の長さは、２０メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、５メー

トル以上とすること。 

（交通安全施設） 

第３０条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、

柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定

めるものを設けるものとする。 

（凸部、狭窄部等） 

第３１条 第４種第４級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第３

種第５級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保

する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設

置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。 

（乗合自動車の停留所に設ける交通島） 

第３２条 自転車道等又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、

交通島を設けるものとする。 

（自動車駐車場等） 
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第３３条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある

場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯

その他これらに類する施設を設けるものとする。 

（防雪施設その他の防護施設） 

第３４条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、

雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設け

るものとする。 

２ 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼ

し、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適

当な防護施設を設けるものとする。 

（トンネル） 

第３５条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合にお

いては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設

けるものとする。 

２ トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、

当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。 

３ トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれが

ある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常

用施設を設けるものとする。 

（橋、高架の道路等） 

第３６条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリ

ート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。 

（附帯工事等の特例） 

第３７条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、

又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行す

る場合において、第４条から前条まで（第６条、第１３条、第１４条、第２３条、

第２５条、第３０条及び第３４条を除く。）及び令第４条の規定による基準をその

まま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準に

よらないことができる。 

（小区間改築の場合の特例） 

第３８条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行

う場合（次項に規定する改築を行う場合を除く。）において、これに隣接する他の

区間の道路の構造が、第４条、第５条第３項から第５項まで、第７条、第８条第

３項、第９条第２項及び第３項、第１０条第３項及び第４項、第１２条第２項及

び第３項、第１５条から第２１条まで、第２２条第３項並びに第２４条の規定に

よる基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用すること
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が適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことがで

きる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改

築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第４条、第５条第２項から第

４項まで、第６条第２項、第７条、第８条第３項、第９条第２項及び第３項、第

１０条第３項及び第４項、第１２条第２項及び第３項、第１９条第１項、第２２

条第３項、次条第１項及び第２項並びに第４０条第１項の規定による基準をその

まま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準に

よらないことができる。 

（自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第３９条 自転車専用道路の幅員は３メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の

幅員は４メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、２．５メー

トルまで縮小することができる。 

２ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分

として、幅員０．５メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるもの

とする。 

３ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、

当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第３９条第４項に規

定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転

車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第３条から第３７条ま

で及び前条第１項（自転車歩行者専用道路にあっては、第１１条を除く。）並びに

令第４条、第１２条及び第３５条第２項から第４項までの規定は、適用しない。 

（歩行者専用道路） 

第４０条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状

況を勘案して、２メートル以上とするものとする。 

２ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅

員は、令第４０条第３項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行す

ることができるものでなければならない。 

４ 歩行者専用道路については、第３条から第１０条まで、第１２条から第３７条

まで及び第３８条第１項並びに令第４条、第１２条及び第３５条第２項から第４

項までの規定は、適用しない。 

（道路標識の寸法） 
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第４１条 道路法第４５条第３項に規定する道路に設ける道路標識の寸法は、交通

の安全と円滑を図ることを考慮して、規則で定める寸法とするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、道路の形状、交通の状況等により、同項の規則で定

める寸法を縮小する必要があるときは、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、

当該寸法を縮小することができる。 

（委任） 

第４２条 この条例に定めるもののほか、道路の構造の技術的基準等に関し必要な

事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、この条例の

規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は

適用しない。 
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議案第８０号 

 

 

さぬき市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例の 

制定について 

 

 

 さぬき市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例を別紙のとお

り制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出   

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第

２４条の３の規定に基づき、駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場

に設ける標識に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識） 

第２条 法第２４条の３の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければなら

ない。 

(1) 駐車料金の額 

(2) 駐車することができる時間 

(3) 駐車料金の徴収方法 

(4) 割増金の徴収に関する注意事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必

要と認められる事項 

２ 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やす

い場所に設けなければならない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８１号 

 

 

さぬき市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する 

基準を定める条例の制定について 

 

 

 さぬき市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める

条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出   

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め

る条例 

 

（趣旨） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）第１３条第１項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定公園施設

の設置に関する基準は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）、都市公園法施行

令（昭和３１年政令第２９０号）及び都市公園法施行規則（昭和３１年建設省令第

３０号）に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（一時使用目的の特定公園施設） 

第２条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定

によらないことができる。 

（園路及び広場） 

第３条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３

７９号。以下「令」という。）第３条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合

は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、規則で定める基準に適合するものであること。 

(2) 通路は、規則で定める基準に適合するものであること。 

(3) 階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、規則で定める基準に適合するもので

あること。 

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況

その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベータ

ー、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適

した構造のものをもってこれに代えることができる。 

(5) 傾斜路（階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、規則で

定める基準に適合するものであること。 

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブ

ロック（令第１１条第２号に規定する点状ブロック等及び令第２１条第２項第１

号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。）

その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 

(7) 次条から第９条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ１以

上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１

８年国土交通省令第１１０号）第２条第２項の主要な公園施設に接続しているこ

と。 

（屋根付広場） 
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第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋

根付広場を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

(1) 出入口は、規則で定める基準に適合するものであること。 

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

（休憩所及び管理事務所） 

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休

憩所を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

(1) 出入口は、規則で定める基準に適合するものであること。 

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅子使用者の円滑な利用に

適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前

に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

を設ける場合は、そのうち１以上は、第８条の基準に適合するものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設け

る場合は、そのうち１以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものと

する。 

（野外劇場及び野外音楽堂） 

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野

外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、第４条第１号の基準に適合するものであること。 

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第４号の便所との間の経路を

構成する通路は、規則で定める基準に適合するものであること。 

(3) 規則で定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペー

ス（以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。）を設けること。 

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

を設ける場合は、そのうち１以上は、第８条の基準に適合するものであること。 

２ 車椅子使用者用観覧スペースは、規則で定める基準に適合するものでなければな

らない。 

３ 前２項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する野外音楽堂について準用する。 

（駐車場） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐
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車場を設ける場合は、そのうち１以上に、規則で定める数以上の車椅子使用者が円

滑に利用することができる駐車施設（以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）

を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いず

れも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならな

い。 

（便所） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便

所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。 

（水飲場及び手洗場） 

第９条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水

飲場を設ける場合は、そのうち１以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した

構造のものでなければならない。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する手洗場について準用する。 

（掲示板及び標識） 

第１０条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する

掲示板は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する標識について準用する。 

第１１条 第３条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示し

た標識を設ける場合は、そのうち１以上は、第３条の規定により設けられた園路及

び広場の出入口の付近に設けなければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８２号 

 

 

さぬき市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める 

条例の制定について 

 

 

 さぬき市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める条例を別紙の

とおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」という。）

第４条の２第２項の規定に基づき、法第４条第１項の規定により公表された準則

（以下「法準則」という。）に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

（区域の区分及び範囲並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合） 

第３条 この条例を適用する区域の区分及び範囲並びに当該区域における緑地及び

環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。 

区域の 

区分 
区域の範囲 

緑地の面積

の敷地面積

に対する割

合 

環境施設の

面積の敷地

面積に対す

る割合 

甲種区域 志度字

堂林 

1297-23、1297-26、1297-46、

1298-1、1298-2、1298-4、1298-6

～1298-9、1298-12～1298-19、

1298-22～1298-28、1298-30、

1298-31、1298-33～1298-52、

1298-55～1298-57、1298-59～

1298-61、1298-64、1298-71～

1298-73、1298-76、1298-77、

1299-4の一部、1299-5の一部 

100 分の 5

以上 

100 分の 10

以上 

 志度字

玉浦 

5387、5387-2～5387-4、5388、

5389、5389-2、5389-3、5390～

5394、5394-2、5395～5398、

5400、5403、5405-2、5405-3、

5407-1、5410、5411、5412-1、

5412-2、5412-4、5412-5、5413-1

～5413-6、5413-8～5413-10、

5415-1、5415-2、5416、5417、

5417-2、5418-1～5418-3、

5419-1～5419-3 

  

 鴨庄字

神明谷 

4374-5、4374-7～4374-16、

4374-18～4374-26、4374-29～ 
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  4374-31、4374-34～4374-40、

4374-44、4374-50、4374-52～

4374-56、4374-61、4374-63～

4374-81、4374-83～4374-88、

4374-90～4374-92、4374-94、

4374-95、4374-97～4374-99、

4374-101～4374-105 

  

乙種区域 造田是

弘字東

下所 

302、303-1、303-2、304-1～

304-6 

100 分の 10

以上 

100 分の 15

以上 

 造田野

間田字

中山端 

538-1～538-4、539-1、547-1、

547-3、548-1、548-2、549-1、

551 

  

 造田野

間田字

西山端 

776-2～776-4、777-4、777-5、

778-1、778-5、780、781-2、784-1

～784-10、785-1、785-8～

785-12、789-1、799-1、799-4、

799-11～799-18、807～809、

810-1～810-3、811-1、811-3、

811-4、832-1～832-3、850-1～

850-3、851-1～851-3、853、

854-1、854-3～854-7 

  

 長尾西

字市 

1804-4、1804-7、1804-12、

1804-13、1822-5、1822-8、

1873-3、1879-5、1881-3、

1882-4、1883-5、1888-1、

1888-4、1888-5、1894-1、

1902-2、1937、1943-1、1943-4、

1943-8、1948-1、1952-1、1952-3

～1952-5 

  

 昭和字

下屋 

2980-1、2980-45、2980-46、

2986-2、2986-5、2986-6、

2986-16、2986-17、2987-9、

2987-12～2987-15、2988-5、

2988-10、2988-19～2988-21、

2988-23、2989-2、2989-7、
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2991-2、2991-4、2991-7、

2991-10、2991-22、2991-25、

2991-27、2991-34 

 津田町

津田字

汐田 

2571-1   

 津田町

津田字

北原 

2889-32、2889-50、2889-54、

2890-1、2890-10、2893-9～

2893-11、2893-13、2893-26、

2893-27、2893-139、2893-174、

2893-183、2893-389、2893-391、

2893-408、2893-411、2893-414、

2893-415、2893-417、2893-418、

2893-431 

  

 鴨庄字

小方峠 

3129-12、4549、4550-1、4550-2、

4550-11 

  

 鴨庄字

東天神 

 

4223-1、4227-1～4227-3、

4228-1～4228-3、4229-2、

4241-1 

  

 鴨庄字

大人 

4259-1、4259-5、4271-3、

4305-2、4610-12、4610-13、

4610-64、4610-66、4610-68 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（さぬき市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例の廃止） 

２ さぬき市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律第１０条第１項の規定に基づく準則を定める条例（平成２１年さぬき市

条例第５号）は、廃止する。 

（既存工場等に係る面積の算定） 

３ 昭和４９年６月２８日に設置されている又は設置のための工事が行われている

法第６条第１項に規定する製造業等に係る工場又は事業場（以下「既存工場等」

という。）が対象区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の

面積の変更（生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われるときは、第３

条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げ
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る区分に応じ、当該各号の表に掲げる式によって行うものとする。 

 (1) 当該既存工場等が法準則別表第１の上欄に掲げる１の業種に属する場合 

当該既存工

場等が属す

る区域 

当該生産施設の面積の変更に伴

い設置する緑地の面積 

当該生産施設の面積の変更に伴

い設置する環境施設の面積 

甲種区域 Ｇ≧(Ｐ／γ)(0.05－Ｇ0／Ｓ) 

 

ただし、(Ｐ／γ)(0.05－Ｇ0／

Ｓ)＞0.05Ｓ－Ｇ1＞0のときはＧ

≧0.05Ｓ－Ｇ1とし、0.05Ｓ－Ｇ1

≦0のときはＧ≧0とする。 

Ｅ≧(Ｐ／γ)(0.10－Ｅ0／Ｓ) 

 

ただし、(Ｐ／γ)(0.10－Ｅ0／

Ｓ)＞0.10Ｓ－Ｅ1＞0のときはＥ

≧0.10Ｓ－Ｅ1とし、0.10Ｓ－Ｅ1

≦0のときはＥ≧0とする。 

 備考 当該既存工場等が属する区域が乙種区域の場合における緑地及び環境施設

の面積の算定については、甲種区域の項中「0.05」とあるのは「0.10」と、「0.10」

とあるのは「0.15」として、同項の式を適用する。 

 (2) 当該既存工場等が法準則別表第１の上欄に掲げる２以上の業種に属する場合 

当該既存工

場等が属す

る区域 

当該生産施設の面積の変更に伴

い設置する緑地の面積 

当該生産施設の面積の変更に伴

い設置する環境施設の面積 

甲種区域 
Ｇ≧ (Ｐj／γj)(0.05－Ｇ0／Ｓ)

 

ただし、 (Ｐj／γj)(0.05－

Ｇ0／Ｓ)＞0.05Ｓ－Ｇ1＞0のとき

はＧ≧0.05Ｓ－Ｇ1とし、0.05Ｓ

－Ｇ1≦0のときはＧ≧0とする。 

Ｅ≧ (Ｐj／γj)(0.10－Ｅ0／Ｓ)

 

ただし、 (Ｐj／γj)(0.10－

Ｅ0／Ｓ)＞0.10Ｓ－Ｅ1＞0のとき

はＥ≧0.10Ｓ－Ｅ1とし、0.10Ｓ

－Ｅ1≦0のときはＥ≧0とする。 

備考 当該既存工場等が属する区域が乙種区域の場合における緑地及び環境施設

の面積の算定については、甲種区域の項中「0.05」とあるのは「0.10」と、「0.10」

とあるのは「0.15」として、同項の式を適用する。 

４ 前項各号の表に掲げる式のうち、次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号

に定める数値を表すものとする。 

(1) Ｇ 当該変更に伴い設置する緑地の面積 

(2) Ｐ 当該変更に係る生産施設の面積 

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる業種についての

同表の下欄に掲げる割合 

(4) Ｇ0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られ
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た緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。）の面積の合計のうち、昭和

４９年６月２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設

置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 

(5) Ｓ 当該既存工場等の敷地面積 

(6) Ｇ1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計 

(7) Ｅ 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 

(8) Ｅ0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出

られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。）の面積の合計のう

ち、昭和４９年６月２９日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い

最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 

(9) Ｅ1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計 

(10) ｎ 当該既存工場等が属する業種の個数 

(11) Ｐj 当該変更に係るｊ業種に属する生産施設の面積 

(12) γj ｊ業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合 
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議案第８３号 

 

 

さぬき市支所及び出張所設置条例の一部改正について 

 

 

さぬき市支所及び出張所設置条例の一部を別紙のとおり改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

   平成２４年９月６日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例 

 

 さぬき市支所及び出張所設置条例（平成１４年さぬき市条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

別表さぬき市多和出張所の項中「多和助光西３５番地５」を「多和助光東２９番

地４」に改める。 
   附 則 
 この条例は、さぬき市国民健康保険多和診療所条例の一部を改正する条例（平成

２４年さぬき市条例第 号）の施行の日から施行する。 
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議案第８４号 

 

 

さぬき市税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   平成２４年９月６日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市税条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市税条例（平成１４年さぬき市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

第４２条中「あわせて」を「併せて」に改める。 

第５１条第２項中「納期限前７日」の次に「（規則で定める者にあっては、規則

で定める日）」を加え、「次に」を「、次に」に改める。 

第７０条第１項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第２項を削る。 

第７１条第２項中「納期限前７日」の次に「（規則で定める固定資産にあっては、

規則で定める日）」を加える。 

第８９条第２項中「当該提出期限までに提出できないやむを得ない事情があると

市長が認める場合は、市長が指定する日」を「規則で定める軽自動車等にあっては、

規則で定める日」に改める。 

第１３９条の３第２項中「納期限前７日」の次に「（規則で定める土地にあって

は、規則で定める日）」を加える。 

附則第１０条の２を附則第１０条の３とし、附則第１０条の次に次の１条を加え

る。 

（法附則第１５条第２項第６号の条例で定める割合） 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７０条第２項を削る改正

規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後のさぬき市税条例（以下「新条例」という。）第５１条第２項の規

定は、平成２４年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２３年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第７１条第２項の規定は、平成２４年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、平成２３年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

２ 新条例附則第１０条の２の規定は、平成２４年４月１日以後に取得された地方

税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律

第１７号）第１条の規定による改正後の地方税法附則第１５条第２項第６号に規

定する除害施設に対して課すべき平成２５年度以後の年度分の固定資産税につい
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て適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第８９条第２項の規定は、平成２４年度以後の年度分の軽自動車税

について適用し、平成２３年度分までの軽自動車税については、なお従前の例に

よる。 

（特別土地保有税に関する経過措置） 

第５条 新条例第１３９条の３第２項の規定は、平成２４年度以後の年度分の特別

土地保有税について適用し、平成２３年度分までの特別土地保有税については、

なお従前の例による。 
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議案第８５号 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

   平成２４年９月６日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市国民健康保険税条例（平成１４年さぬき市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２４条第２項中「納期限前７日」の次に「（規則で定める者にあっては、規則

で定める日）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後のさぬき市国民健康保険税条例第２４条第２項の規定は、平成２４年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２３年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 

 



39 

議案第８６号 

 

 

さぬき市国民健康保険多和診療所条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険多和診療所条例の一部を別紙のとおり改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、議会の

議決を求める。 

 

 

                       平成２４年９月６日提出     

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険多和診療所条例の一部を改正する条例  

 

さぬき市国民健康保険多和診療所条例（平成１４年さぬき市条例第１３０号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「多和助光西３５番地１３」を「多和助光東２９番地４」に改め

る。 

 第４条ただし書中「又は船員保険の被保険者及び被扶養者、法令により組織する

共済組合の組合員、他市町村国民健康保険の被保険者」を「その他社会保険及び他

市町村国民健康保険の被保険者等、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規

定により医療扶助を受ける者」に改める。 

 第５条中「第５条及び第６条」を「第７条及び第８条」に改め、同条に後段とし

て次のように加える。 

この場合において、同条例第７条及び第８条中「管理者」とあるのは、「市長」

と読み替えるものとする。 

第６条を次のように改める。 

（診療日及び診療時間） 

第６条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別

な事情があると認めるときは、臨時に診療日又は診療時間を変更することができ

る。 

(1) 診療日 火曜日及び木曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日、１月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月

３１日までを除く。） 

(2) 診療時間 午前９時から正午まで 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、第４条ただし書、第５条及び第６条の改正規定は、公布

の日から施行する。 
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議案第８７号 

 

 

さぬき市国民健康保険津田診療所条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険津田診療所条例の一部を別紙のとおり改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

                       平成２４年９月６日提出     

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険津田診療所条例の一部を改正する条例  

 

さぬき市国民健康保険津田診療所条例（平成２０年さぬき市条例第４８号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条中「第５条及び第６条」を「第７条及び第８条」に改め、同条に後段とし

て次のように加える。 

この場合において、同条例第７条及び第８条中「管理者」とあるのは、「市長」

と読み替えるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８８号 

 

 

さぬき市都市公園条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市都市公園条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を

求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

                       

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 さぬき市都市公園条例（平成１４年さぬき市条例第１８３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条の次に次の５条を加える。 

（都市公園の設置基準） 

第１条の２ 法第３条第１項の条例で定める基準は、次条及び第１条の４に定める

ところによる。 

（市民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準） 

第１条の３ 市民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、２０平方メートル以

上とする。 

（都市公園の配置及び規模の基準） 

第１条の４ 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に

応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよ

う考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。 

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、

街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面

積は、０.１ヘクタールを標準として定めること。 

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近

隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、

２ヘクタールを標準として定めること。 

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園

は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、そ

の敷地面積は、４ヘクタールを標準として定めること。 

２ 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に

供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする

都市公園及び市内を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休

息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合にお

いては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、

防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができ

るように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発

揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。 

３ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、

主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の

生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地

の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前２項
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に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置

目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、

及びその敷地面積を定めるものとする。 

（公園施設の建築面積の基準） 

第１条の５ 法第４条第１項の条例で定める割合は、１００分の２とする。 

（公園施設の建築面積の基準の特例） 

第１条の６ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」という。）

第６条第１項第１号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定め

る範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の１００分の１０

を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることと

する。 

２ 令第６条第１項第２号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の１００分の

２０を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるこ

ととする。 

３ 令第６条第１項第３号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の１００分の

１０を限度として前条又は前２項の規定により認められる建築面積を超えること

ができることとする。 

４ 令第６条第１項第４号に掲げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の１００分の

２を限度として前条又は前３項の規定により認められる建築面積を超えることが

できることとする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８９号 

 

 

さぬき市下水道条例の一部改正について 

 

 

さぬき市下水道条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 さぬき市下水道条例（平成１４年さぬき市条例第１８４号）の一部を次のように

改正する。 

 目次中「第１章 総則（第１条・第２条）」を 

「第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 公共下水道の構造の基準等（第２条の２―第２条の７）」 
に改める。 

 第１章の次に次の１章を加える。 

第１章の２ 公共下水道の構造の基準等 

（公共下水道の構造の基準） 

第２条の２ 法第７条第２項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、

次条から第２条の６までに定めるところによる。 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の基準） 

第２条の３ 排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。以下同じ。）に共

通する構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を

最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべき

ものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとす

ることができる。 

(3) 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれ

のないものとして規則で定めるものを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置そ

の他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられているこ

と。 

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼そ

の他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられているこ

と。 

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓
とう

継

手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

（排水施設の構造の基準） 

第２条の４ 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとす

る。 

(1) 排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積は、規則で定める数値を下回らないものと

し、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることがで

きるものとすること。 

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の



48 

設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変

動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置

が講ぜられていること。 

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所そ

の他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

(5) ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっ

ては、密閉することができる蓋）を設けること。 

（処理施設の構造の基準） 

第２条の５ 第２条の３に定めるもののほか、処理施設（終末処理場であるものに

限る。以下同じ。）の構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 

(2) 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は、汚泥の処理

に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支

障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。 

（適用除外） 

第２条の６ 前３条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

（終末処理場の維持管理） 

第２条の７ 法第２１条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定める

ところにより行うものとする。 

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じ

ないようにエアレーションを調節すること。 

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除

去すること。 

(3) 急速濾
ろ

過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行

うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 

(4) 前３号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保

持すること。 

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物

により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める

措置を講ずること。 

第４条第４号及び第５号中「勾
こう

配」を「勾配」に、「排水渠
きょ

」を「排水渠」に改

める。 
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第２２条第１項中「第１２条の１０第１項」を「第１２条の１１第１項」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９０号 

 

 

さぬき市営住宅管理条例の一部改正について 

 

 

 さぬき市営住宅管理条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市営住宅管理条例（平成１４年さぬき市条例第１８７号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名を次のように改める。 

さぬき市営住宅条例 

目次中「第３条」を「第３条の５」に改める。 

第１条中「共同施設」の次に「（以下「市営住宅等」という。）」を加える。 

第３条の次に次の４条を加える。 

（整備基準） 

第３条の２ 市営住宅等の整備基準は、次条から第３条の５までに定めるところによ

るほか、規則で定めるところによる。 

（健全な地域社会の形成） 

第３条の３ 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資する

ように考慮して整備しなければならない。 

（良好な居住環境の確保） 

第３条の４ 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって

便利で快適なものとなるように整備しなければならない。 

（費用の縮減への配慮） 

第３条の５ 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、

規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維

持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。 

第６条第１項各号列記以外の部分中「第６号」を「第８号」に改め、同項第３号ア

中「入居者が身体」を「入居者及び同居者のいずれもが高齢者である場合、入居者又

は同居者のいずれかが」に、「令第６条第４項」を「特に居住の安定を図る必要があ

る場合として規則」に、「令第６条第５項第１号に規定する金額」を「２１４,００

０円」に改め、同号イ中「令第６条第５項第２号に規定する金額」を「２１４,００

０円（当該災害発生の日から３年を経過した後は、１５８,０００円）」に改め、同

号ウ中「令第６条第５項第３号に規定する金額」を「１５８,０００円」に改め、同

項第６号を同項第８号とし、同項第５号の次に次の２号を加える。 

(6) その者が市営住宅の家賃又は駐車場使用料（以下この項において「家賃等」と

いう。）を滞納していない者であること。 

(7) 市営住宅の家賃等に滞納がある者と当該家賃等が未払となっている期間に配偶

者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）と

して同居していた事実がない者であること。 

第６条第２項中「第５号」の次に「から第７号まで」を加える。 
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第７条第１項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) その者の収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに掲げる金額

を超えないこと。 

ア 前条第１項第３号アの規則で定める場合 １５８,０００円 

イ アに掲げる場合以外の場合 １１４,０００円 

第８条中「、第５号及び第６号」を「及び第５号から第８号まで」に改める。 

第９条第２項中「第６号」を「第８号」に改め、「、なお」を削る。 

第１６条中「法施行規則第１０条」を「規則」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前

項の承認をしてはならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（さぬき市ケーブルネットワーク条例の一部改正） 

２ さぬき市ケーブルネットワーク条例（平成１５年さぬき市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１７号中「さぬき市営住宅管理条例」を「さぬき市営住宅条例」に改め

る。 
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議案第９１号 

 

 

   香川県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び香川県 

   市町総合事務組合規約の一部変更について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、関係地方

公共団体と協議の上、平成２４年６月２２日から、香川県市町総合事務組合に小豆医

療組合を加入せしめ、別紙のとおり香川県市町総合事務組合規約の一部を変更するこ

とについて、同法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                       平成２４年９月６日提出     

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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香川県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 香川県市町総合事務組合規約（平成１６年香川県知事許可１６自振第１８１１４

号）の一部を次のように変更する。 

 別表第１及び別表第２の８の項中「三木・長尾葬斎組合」を「三木・長尾葬斎組

合 小豆医療組合」に改める。 

 別表第３中「土庄町大鐸財産区」を「小豆医療組合 土庄町大鐸財産区」に改め

る。 

   附 則 

 この規約は、香川県知事の許可のあった日から施行し、改正後の香川県市町総合

事務組合規約の規定は、平成２４年６月２２日から適用する。 
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議案第９２号 

 

 

香川県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第３項の規定により、関係

地方公共団体と協議の上、次のとおり香川県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変

更することについて、同法第２９１条の１１の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                       平成２４年９月６日提出     

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

 

記 

 

   香川県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

 香川県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１５日知事許可）の一部を

次のように変更する。 

 別表第２備考(2)中「及び外国人登録原票」を削る。 

   附 則 

 この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第９３号 

 

 

工事請負契約の締結について（平成２４年度流田ポンプ場改築工事） 

 

 

 平成２４年度流田ポンプ場改築工事について、次のとおり請負契約を締結したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びさぬき市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１４年さぬ

き市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

 

                      平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２４年度流田ポンプ場改築工事 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約の金額  一金３６０，６５４，０００円 

うち消費税及び地方消費税額１７，１７４，０００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市番町２丁目１６番３号 
         扶桑建設工業株式会社四国本店 

         取締役四国本店長 阿 部 和 夫
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議案第９４号 

 

 

工事請負契約の変更について（平成２３～２４年度大川第一・天王統合 

中学校建設工事） 

 

 

平成２３～２４年度大川第一・天王統合中学校建設工事について、次のとおり変

更請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を

求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２３～２４年度大川第一・天王統合中学校建設工事 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約の金額  変更前 一金１，１８９，０２０，０００円 

             うち消費税及び地方消費税額５６，６２０，０００円 

         変更後 一金１，２５８，０２７，０５０円 

             うち消費税及び地方消費税額５９，９０６，０５０円 

４ 契約の相手方 香川県高松市サンポート２番１号 

         大成建設株式会社四国支店 

         支店長 金 井 隆 夫 



58 

議案第９５号 

 

 

工事請負契約の変更について（平成２３～２４年度大川第一・天王統合 

中学校機械設備工事） 

 

 

平成２３～２４年度大川第一・天王統合中学校機械設備工事について、次のとお

り変更請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２３～２４年度大川第一・天王統合中学校機械設備工事 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約の金額  変更前 一金２０５，８００，０００円 

うち消費税及び地方消費税額９，８００，０００円 

変更後 一金２１７，６２３，０００円 

うち消費税及び地方消費税額１０，３６３，０００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市香西東町６４５番地１ 

         後藤設備工業株式会社 

         代表取締役 阿 部 干 城 
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議案第９６号 

 

 

工事請負契約の変更について（平成２３～２４年度大川第一・天王統合 

中学校電気設備工事） 

 

 

平成２３～２４年度大川第一・天王統合中学校電気設備工事について、次のとお

り変更請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２３～２４年度大川第一・天王統合中学校電気設備工事 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約の金額  変更前 一金１６６，９５０，０００円 

うち消費税及び地方消費税額７，９５０，０００円 

変更後 一金１８８，６０９，４００円 

うち消費税及び地方消費税額８，９８１，４００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市寺井町２３９番地３ 

         讃州電気工事株式会社 

         代表取締役 佐 藤 隆 男 
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議案第９７号 

 

 

工事請負契約の変更について（平成２３年度（補正分）長尾中学校 

校舎改修工事（建築）） 

 

 

平成２３年度（補正分）長尾中学校校舎改修工事（建築）について、次のとおり

変更請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第５号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

平成２４年９月６日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２３年度（補正分）長尾中学校校舎改修工事（建築） 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約の金額  変更前 一金１９２，１５０，０００円 

うち消費税及び地方消費税額９，１５０，０００円        

変更後 一金２０２，９７６，５５０円 

うち消費税及び地方消費税額９，６６５，５５０円 

４ 契約の相手方 香川県高松市藤塚町１丁目１１番２２号 

         株式会社穴吹建設 

         代表取締役 眞 鍋 忠 晴 


